
異議申し立ての処理手順

造船会社 海運会社 関連工業 学識経験者、

異 会 社 関係団体など

議 通 知

申

し （回答）

立 （回答）

て

者

異議申し立て

異議申し立ての

本 受理

保 管

必要により分

異議申し立て内 科会長と協議

容の検討 する

（回答）

必要と思

われるも

処 理 分科会に検討 のは、HP

依頼 に掲載

会 採 用

不採用

緊急 不急

分科会の審議

分

（回答）

科

処 理

会

採 用

不 採 用 再 検 討

緊急 不急


